
三木町告示第44号 

 

 三木町印鑑条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年３月17日 

三木町長   伊藤 良春            

 

三木町規則第１号 

 

三木町印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 

 

三木町印鑑条例施行規則（昭和51年３月25日規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 

第７条各号列記以外の部分を次のように改める。 

印鑑の登録及び証明に関する申請等の様式は、次の各号に掲げるもののほか、地方公共団体情報シス

テムの標準化に関する法律（令和３年法律第 40号）に基づき国が定める様式とする。 

第７条第５号中「照会（回答）書」を「印鑑の登録に関する照会書」に改め、同条第８号中「の」を

削る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第２号を次のように改める。 

 

 



様式第４号を次のように改める。 

 

 



様式第５号を次のように改める。 

 

 



様式第８号を次のように改める。 

 

 



   附 則 

 この規則は、令和８年３月 23日から施行する。 

 

 

 


